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別紙１ 

 

西海市介護認定審査会システム導入及び運用管理業務 

プロポーザル方式業者選定実施要領 

 

１ 目的 

本要領は、西海市（以下「本市」という。）が実施する介護認定審査会システム導入及び運用管

理業務に際し、専門的知識を有する者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定することに

ついて必要な事項を定めたものである。 

 

２ 公募の概要 

（１）業務名 

     西海市介護認定審査会システム導入及び運用管理業務 

 （２）業務内容 

別紙「西海市介護認定審査会システム導入及び運用管理業務仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

    契約締結日から 令和９年３月３１日（水）まで 

（４）システム運用開始予定日 

   令和８年１０月５日（月） 

   ただし、納期に遅れが生じる場合には、運用開始日について別途協議する。 

（５）見積限度額 

    金 2,662,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

    （※翌年度以降費用（ランニングコスト）は含まない。） 

 

３ プロポーザル参加条件等 

 （１）参加者 

    本市に入札参加資格者として認定されている者に限る。 

 （２）資格要件 

      本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件全てに該当し、業務を安定

的かつ円滑に実施できる者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者 

イ 公告日又は指名通知日から契約締結の間において、西海市建設工事等請負業者指名停

止措置要領（平成 17年西海市訓令第 45号）の規定による指名停止措置を受けている期

間がない者 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていな

い者。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。 

エ 西海市暴力団排除条例（平成 24年西海市条例第 20号）第２条第１号から第９号まで

の規定に該当しない者 

オ 西海市発注における系列会社等の同一入札案件参加制限要領（令和６年西海市告示第
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72号）第２条の規定に該当しない者 

カ 破産法（平成 16年法律第 75号）の規定による破産手続開始の申立てがなされていな

い者 

キ 過去５年以内に、地方公共団体における介護認定審査会システム導入及び運用管理業

務を元受で受注し、完了した実績を有する者 

ク 一般財団法人日本情報経済社会推進協会の ISMS 適合性評価制度の認定またはプライ

バシーマークの認定を受けていること。 

 

４ 全体スケジュール（予定） 

 項目 期日等 

１ 公募開始（西海市ホームページ掲載） 令和８年６月１２日（金） 

２ 参加表明書の提出期限 令和８年６月２６日（金）午後５時まで 

３ 参加資格審査結果通知予定 令和８年７月１日（水） 

４ 質疑書の受付期限 令和８年７月１０日（金）正午まで 

５ 質疑書の回答期限 令和８年７月１３日（月）午後５時まで 

６ 企画提案書等の提出期限 令和８年７月１５日（水）午後５時まで 

７ 第１次審査（書類選考） 令和８年７月２２日（水）※省略の場合あり 

８ 第２次審査（プレゼンテーション） 令和８年７月２８日（火） 

９ 選定結果通知予定 令和８年７月３０日（木） 

10 契約締結 令和８年８月上旬 

 

５ 担当部課 

 西海市 医療長寿部 長寿介護課 

 住所：〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2222番地 

 電話：0959-37-0024（長寿介護課直通） 

 電子メールアドレス：choju@city.saikai.lg.jp 

 

６ 質疑の受付及び回答 

  本要領及び仕様書に関する質疑を次のとおり受付ける。 

  （１）提出書類 質疑書（回答書）（様式第５号） 

  （２）提出期限 令和８年７月１０日（金）正午まで 

  （３）提出場所 担当部課（前記５参照） 

  （４）提出方法 質疑箇所及び内容をわかりやすく記載し、電子メールで提出し、提出後に着

信確認の電話をすること。期限を過ぎたもの、また他の方法による質疑は受

付けない。 

  （５）回答方法 質疑に関する回答は、令和８年７月１３日（月）までに適宜、西海市ホーム

ページに掲載する。なお、当該回答をもって、本要領及び仕様書の追加また

は修正をしたものとする。 

 

 

mailto:choju@city.saikai.lg.jp
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７ 参加表明書の提出 

  本プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザル参加表明書（様式第１号）に営業経歴書

（様式第３号の３）を添付して、次のとおり表明すること。 

（１）提出書類 プロポーザル参加表明書（様式第１号） 

営業経歴書（様式第３号の３）※過去５年以内実績を記載すること。 

（２）提出期限 令和８年６月２６日（金）午後５時まで 

 （３）提出場所 担当部課（前記５参照） 

 （４）提出方法 プロポーザル参加表明書（様式第１号）に必須事項を記入の上、PDF形式で

電子メールで提出し、件名は「プロポーザル参加表明書［西海市介護認定審

査会システム導入及び運用管理業務委託］（事業者名）」とし、提出後に着信

確認の電話をすること。期限を過ぎたものは受付けない。 

（５）辞退方法 プロポーザル参加表明書を提出後に辞退する場合は、企画提案書の提出期限

の日までにプロポーザル参加辞退届（様式第６号）に必須事項を記入の上、

PDF形式で電子メールで提出すること。 

 

８ 企画提案書の提出 

  企画提案書の提出に当たっては、次の各号に掲げる事項に従うこと。 

（１）提出書類 

 提出書類 備考 

①  企画提案書（様式第７号） 企画提案書は、仕様書の目的・業務内容に沿って作成

し、具体的な内容を提案すること。 

②  機能要件確認書 ウェブサイト添付の様式を使用すること。 

③  参考見積書（任意様式） 見積内訳書まで含む。なお、参考見積書の金額が、見

積限度額を超えた場合は失格とする。 

見積書には、今年度費用と別に、翌年度以降費用（ラ

ンニングコスト）１年分を明示すること。 

（２）提出期限 令和８年７月１５日（水）午後５時まで 

（３）提出場所 担当部課（前記５参照） 

（４）提出方法  

ア 正本 1部（代表者印押印のもの） 

提出書類は製本し、インデックスをつけ、簡易な A4ファイル（任意）で提出すること。 

持参または書留郵便（提出期限内必着）により提出し、郵送の場合は、受取日時及び配達

されたことが証明できる郵送方法によるものとし、郵便事故等により申込書類等が期限

までに提出先に到達しなかったことによる異議を申し立てることができない。期限を過

ぎたものは受付けない。 

    イ 電子データ 

提出書類①②③は副本として、すべて電子データ（PDF形式）化しメールにより提出す

ること。メールの合計容量は 20MB 以内とすること。超過する場合は分割して送付し、

件名に枝番を付すこと。複数ファイルの場合は ZIP形式にまとめてもよい。 

なお、提出後に着信確認の電話をすること。期限を過ぎたものは受付けない。 
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９ 第１次審査（書類選考） 

 （１）選定方法 

本業務に係るプロポーザル方式業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が、「11 評

価基準」に基づき、企画提案書等の内容を評価項目ごとに審査を行う。なお、第１次審査合格

者は上位３者程度とするが、第１次審査を省略し、第２次審査において書類審査及びプレゼ

ンテーション等による選定を実施する場合もある。 

 （２）結果通知 

審査結果については、結果に関わらず全提案者宛に、令和８年７月２２日（予定）に通知す

る。第１次審査を行わない場合はその旨、全提案者宛に電子メールにより通知する。 

 

10 第２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

 （１）選定方法 

選定委員会が、「11評価基準」に基づき、提案者から提出された企画、案書等及び提案者プ

レゼンテーション・ヒアリングにより評価する。 

なお、参加者が１提案者のみの場合でも審査は実施するが、一定水準に達しない場合は、優

先交渉権者として選定しない。 

 （２）実施日 

    令和８年７月２８日（火）（予定） 

   ※時間・場所等の詳細については、対象者に別途通知する。なお、順番は企画提案書等の提

出順とする。 

 （３）１者あたりの時間配分 

   ・企画提案プレゼンテーション 15分以内 

   ・デモ機を使用した実演    15分以内 

   ・企画提案に対する質疑応答   10分程度 

 （４）出席者 

１者３名以内とし、説明は本業務と直接関わる者が行うこと。また、本業務を受注した場合

の主任技術者等は必ず出席すること。 

 （５）選定結果の通知 

   選定委員会による選定結果は、第２次審査に参加した全ての提案者に書面で通知する。 

 （６）その他 

  ・プレゼンテーションに用いるプロジェクター、スクリーン、VGA ケーブル、延長コード、

レーザーポインターは担当部課で準備する。 

  ・パソコン（プロジェクターと HDMI接続する場合は HDMIケーブルを含む）は、提案者で準

備すること。 

  ・準備に要する時間は５分程度を目安とし、説明時間には算入しない。 

  ・プレゼンテーションは企画提案書に基づき実施し、資料の追加や差替えは認めない。 
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11 評価基準 

 （１）第１次審査（書類選考）の評価基準及び配点（満点 50点） 

No. 評価項目 評価基準 配点 

１ 基本方針 
・本市の特性、課題等を的確に把握し、業務の目的を理解した

上での提案になっているか。 
10点 

２ 事業実績 
・過去の受注実績からみて、確実に業務を遂行できる能力を

有しているか。 
10点 

３ 
システム 

内容① 
・業務目的の達成が期待できる機能を備えているか。 20点 

４ 見積価格 
・提示された最低額÷提示された額×配点 

※今年度費用と別に、翌年度以降費用１年分×５年で審査 
10点 

 

 （２）第２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の評価基準及び配点（満点 50点） 

No. 評価項目 評価基準 配点 

１ 
システム 

内容② 

・直感的に操作しやすいか。 

・審査会委員の利便性向上が期待できるか。 

・事務効率化が期待できる管理機能を備えているか。 

・認定進捗管理の容易さ。 

・必要なセキュリティ機能を備えているか。 

20点 

２ 
タブレット

端末 

・操作性や耐久性は十分か。 

・端末保障サービスは十分か。 
10点 

３ 
サポート 

体制 

・操作研修、操作マニュアル作成等の体制は整っているか。 

・スムーズな問い合わせ対応が行える体制となっているか。 
10点 

４ 
運用・保守・ 

障害対応 

・緊急時の保守体制が整っているか。 

・法改正やシステム改修等への対応が適切になされるか。 
10点 

 

 （３）順位の決定方法 

（１）及び（２）の評価基準により、選定委員ごとに評価項目の点数を合計して、合計点が

高い者を第１位とし、次点を第２位とする。なお、点数が同一の提案者が複数あった場合には、

委員の評決により選定する。 

なお、審査における最低基準点は 300点（６割）とし、すべての提案が最低基準点を下回っ

た場合は候補者を選定しない。（委員５人×100点＝合計 500点） 

 

12 契約の締結 

  選定委員会による選定結果に基づき、本市が第１優先交渉権者と具体的な業務内容及び契約条

件について協議し、合意の上随意契約の方法により契約を締結する。 

  ただし、契約締結に係る協議が不調に終わった時や、当該システム購入が著しく不適当と認め

られる事態が生じた時は契約を締結しない。この場合において、本業務のために要した費用は補

償しない。 

なお、上記の場合本市は第２優先交渉権者と契約に向けた交渉を行う。 
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13 留意事項 

 （１）提案に関して必要な費用は、すべて提案者の負担とする。 

 （２）提案者から提出された企画提案書等については返却しない。 

 （３）提出期限以後の企画提案書等の修正は認めない。 

（４）提案書類は、本プロポーザルの実施にのみ使用し、目的以外には使用しない。 

（５）企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。ただし、契

約者となった者が作成した企画提案書の書類については、本市が必要と認める場合には、

本市は、契約者にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用（複製、

転記又は転写をいう。）することができるものとする。 

 （６）提出された企画提案書については公開しないものとする。なお、企画提案書において企業

秘密に該当する部分については、企画提案書にその旨を明記する等明らかにすること。 

（７）企画提案書の作成に当たり、第三者の特許権、著作権、商標権、実用新案権その他の排他

的権利の対象となっている方法を使用するときは、当該企画提案者がその費用負担及び使

用交渉の一切を行わなければならない。 

 （８）審査結果は本市のウェブサイト等において公表する。 

 （９）企画提案の審査やその報告のために必要がある場合は、本市がその写しを作成し使用する

ことができるものとする。 

 （10）本要領に定めのない事項については、公平性を考慮のうえ、適宜本市が判断するものとす

る。 

 

14 失格事項 

 提案者が次のいずれかに該当する場合は失格となる。 

 （１）「３ プロポーザル参加条件等」に記載している要件を満たさなかった場合 

 （２）企画提案書等の提出書類すべてを提出期限までに提出されなかった場合 

 （３）企画提案書等の提出書類に虚偽の記載があった場合 

 （４）見積額が見積限度額を超えている場合 

 （５）その他、選定委員会において不適当と認められた場合 


